
第六次地域管理経営計画

第二次変更計画書

（石狩空知森林計画区）

自 令和 ５年４月 １日

     計画期間     

至 令和１０年３月３１日

第一次変更年月日：令和 ６年３月２９日

第二次変更年月日：令和 ７年３月２６日

北海道森林管理局



 

石狩空知森林計画区の第六次地域管理経営計画の変更について 

 

 

【変更理由】 

 次の理由から国有林野管理経営規程（平成１１年農林水産省訓令第２号）第６条第

９項に基づき変更する。 

 

１ 森林整備の必要箇所の精査により、天然林の主伐及び間伐に係る伐採箇所及び

更新箇所の追加のため、伐採総量及び更新総量を変更する。 

 

２ ナラ枯れ被害について、令和６年 12月 19日に開催された「ナラ枯れ被害拡大

防止対策会議」の結果から被害拡大防止に向けた対策を一層強化することが必要

と判断し、森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止に関する事項を変更する。 

   

  本変更計画は、令和７年４月１日から適用する。 

 

 

【変更項目及び頁】 

 １ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 

（４）主要事業の実施に関する事項 

      ① 伐採総量………………………………………………………………（１４）１ 

      ② 更新総量………………………………………………………………（１５）１ 

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項 

 （２）森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止に関する事項 

……………………………………………………………………………（１６）３ 

 

 

注１：（ ）書きは、石狩空知森林計画区の第六次地域管理経営計画書の頁である。 

 ２： 本文については、変更等を行う項目に係る部分を掲載しており、文中の下線

部が変更等の箇所である。 

  ３： 各表の数値の計は四捨五入のため、必ずしも一致しない。 

  



- 地管変更1 - 

 

【現行計画】 

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 

 

（４）主要事業の実施に関する事項 
 
①  伐採総量  

（単位：㎥、ha） 

〔 〕 〔 〕

（ ）

計

1,585,231

182,000 182,000

20,417

材　積

区　分

353,642 1,231,589

主　伐 間　伐

 
注１） 〔 〕は、臨時伐採量であり、内数である。 

２） （ ）は、間伐面積である。 

 

 

②  更新総量  

（単位：ha） 

面　積 1,276 157 1,433

区　分 人工造林 天然更新 計
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【変更計画】 

１ 国有林野の管理経営に関する基本的な事項 

 

（４）主要事業の実施に関する事項 
 
①  伐採総量  

（単位：㎥、ha） 

〔 〕 〔 〕

（ ）20,422

材　積

区　分

353,940 1,231,855

主　伐 間　伐 計

1,585,795

182,000 182,000

 
注１） 〔 〕は、臨時伐採量であり、内数である。 

２） （ ）は、間伐面積である。 

 

 

②  更新総量  

（単位：ha） 

面　積 1,276 163 1,439

区　分 人工造林 天然更新 計
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【現行計画】 

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項 

 

（２）森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止に関する事項 

   森林病害虫及び野生鳥獣等による被害について、被害の早期発見に努めると

ともに、試験研究機関等とも連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。 

 

 

【変更計画】 

２ 国有林野の維持及び保存に関する事項 

 

（２）森林病害虫の駆除又はそのまん延の防止に関する事項 

森林病害虫及び野生鳥獣等による被害について、被害の早期発見に努めると

ともに、試験研究機関等とも連携し、発生原因の究明及び早期防除に努める。 

特に、ナラ枯れ被害については、渡島檜山森林計画区において北海道内

で初めて確認され、拡大しているところである。そのため、本計画区にお

いては、ナラ枯れ被害が今後発見された場合は、関係機関が連携して被害

木を早期発見するために巡視活動を行うよう取り組むこととする。 

さらに、被害発生地の状況を考慮した上で適切に処理を行うなど、関係

機関が連携してナラ枯れ被害の拡大防止に努めることとする。 

 


